
法定相続分（例）
は、死亡者

（１）配偶者と子が１人

は、法定相続人

被相続人 配偶者
２分の１

子
２分の１

（２）配偶者と子が３人

被相続人 配偶者
２分の１

子 子 子
※ ２分の１を三人で分ける

１/２×１/３＝１/６

６分の１ ６分の１ ６分の１

（３）配偶者と、子３人（うち１人は死亡）死亡した子に２人の子あり

被相続人 配偶者
２分の１

子 子 子
※ 死亡した分を三人で分ける

１/６×１/３＝１/１８

６分の１ ６分の１

孫 孫 孫

18分の１ 18分の１ 18分の１

（４）配偶者と被相続人の親２人

親 親

６分の１ ６分の１

被相続人 配偶者
３分の２
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法定相続分（例）

（５）配偶者と兄弟姉妹２人（うち１人は死亡）死亡した兄弟姉妹に３人の子あり

親 親

兄弟姉妹 兄弟姉妹 被相続人 配偶者

８分の１ ４分の３

兄弟姉妹の子 兄弟姉妹の子 兄弟姉妹の子

24分の１ 24分の１ 24分の１

（６）配偶者と兄弟姉妹２人（うち１人は異母（または異父）兄弟姉妹）

無関係
兄弟姉妹の親 親 親

兄弟姉妹 兄弟姉妹 被相続人 配偶者

12分の１ ６分の１ ４分の３

※ 第三順位の相続は、配偶者は３/４、兄弟姉妹は１/４を人数で分ける。

※ 被相続人と片親のみ一緒の兄弟姉妹は、

被相続人と両親が同じ兄弟姉妹の半分の相続分を持つ。

（６）の例は、兄弟姉妹の相続分１/４を１：２で分けるため、

両親が同じ兄弟姉妹＝１/４×２/３＝１/６

片親のみ同じ兄弟姉妹＝１/４×１/３＝１/１２
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